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我
が
国
経
済
は
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
続
く
不
況
か
ら
離
脱
し
始
め
た
と
は
い
え
、
依
然
低
迷
を
続
け
て
い
る 

 

現
状
の
中
で
中
小
企
業
は
受
注
不
振
に
よ
り
稼
動
率
は
低
下
し
、
毎
月
一
千
件
を
超
え
る
企
業
倒
産
件
数
（
負
債 

 

額
一
千
万
円
以
上
）
の
九
割
は
中
小
企
業
で
あ
る
。
先
に
（
本
年
一
月
）
公
明
党
が
行
つ
た
全
国
中
小
零
細
企
業
の

経
営
実
態
調
査
の
結
果
は
、
将
来
の
見
通
し
に
つ
い
て
悲
観
的
意
見
が
圧
倒
的
多
数
で
あ
つ
た
が
こ
の
状
態
は
、 

 

現
在
の
経
済
情
勢
か
ら
み
て
大
き
な
変
化
は
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。 

以
上
か
ら
政
府
は
、
中
小
企
業
の
経
営
安
定
と
地
位
向
上
に
つ
い
て
具
体
的
な
政
策
を
示
し
、
同
時
に
当
面
の 

 

緊
急
対
策
を
提
示
す
べ
き
で
あ
る
。
よ
つ
て
次
の
諸
点
に
対
す
る
明
確
な
る
答
弁
を
頂
き
た
い
。 

一 

中
小
企
業
の
融
資
に
つ
い
て 

 
1 

中
小
企
業
の
信
用
補
完
制
度
を
充
実
す
る
た
め
、
中
小
企
業
信
用
保
険
公
庫
に
対
す
る
政
府
の
出
資
額
を 

中
小
企
業
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

4 

政
府
関
係
金
融
機
関
の
年
末
融
資
額
を
増
や
す
と
と
も
に
、
融
資
条
件
の
改
善
を
図
る
べ
き
で
あ
る
が
ど 

う
す
る
か
。 

3 

信
用
力
が
弱
く
、
し
か
も
金
利
負
担
が
重
荷
と
な
つ
て
い
る
小
規
模
事
業
者
（
従
業
員
五
人
以
下
、
商
業 

 

サ
ー
ビ
ス
業
は
二
人
以
下
）
が
、
緊
急
に
必
要
と
す
る
生
業
資
金
に
無
利
子
、
無
担
保
、
無
保
証
の
融
資
制 

 
 

度
を
創
設
す
べ
き
で
あ
る
が
ど
う
か
。 

2 

小
企
業
経
営
改
善
資
金
の
融
資
わ
く
の
拡
大
、
融
資
対
象
企
業
の
拡
大
、
融
資
限
度
額
の
引
き
上
げ
、
融 

 

資
期
間
（
据
置
期
間
を
含
む
）
の
延
長
の
措
置
を
と
り
、
小
企
業
の
経
営
改
善
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
思

う
が
ど
う
か
。 

大
幅
に
増
額
し
、
保
証
わ
く
の
拡
大
を
図
る
と
と
も
に
、
保
証
限
度
額
の
引
き
上
げ
と
、
て
ん
補
率
の
引
き 

 
上
げ
を
す
る
と
と
も
に
、
保
険
料
率
の
引
き
下
げ
を
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。
と
く
に
「
特
別
小
口
保 

 

険
」
を
三
百
万
円
ま
で
引
き
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。 

四 

 



 

二 

下
請
企
業
の
保
護
に
つ
い
て 

4 

下
請
振
興
事
業
に
対
す
る
国
庫
補
助
を
現
行
の
二
分
の
一
か
ら
三
分
の
二
に
引
き
上
げ
る
べ
き
と
考
え
る 

3 

中
小
企
業
の
仕
事
量
を
確
保
す
る
た
め
、
中
小
企
業
向
け
公
共
事
業
の
増
大
及
び
入
札
制
度
の
改
善
、
下 

請
企
業
振
興
協
会
の
あ
つ
旋
業
務
を
効
率
的
に
遂
行
で
き
る
よ
う
に
強
化
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

2 

「
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
」
の
運
用
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
下
請
代
金
の
支
払
期
間
の
短
縮
、
下

請
代
金
の
う
ち
賃
金
部
分
に
つ
い
て
は
現
金
払
い
と
す
る
よ
う
法
定
化
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
ど
う 

か
。 

1 

大
企
業
の
進
出
に
よ
つ
て
経
営
を
脅
か
さ
れ
る
中
小
企
業
の
事
業
分
野
を
守
る
た
め
に
、
「
事
業
分
野
調
整

法
」
を
制
定
す
べ
き
で
あ
る
が
そ
の
方
針
は
ど
う
か
。 

5 
中
小
企
業
高
度
化
資
金
融
資
を
充
実
す
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
の
負
担
率
を
軽
減
す
べ
き
で
あ
る
と
考 

え
る
が
ど
う
か
。 

五 

 



 

三 

中
小
企
業
の
税
負
担
の
軽
減
に
つ
い
て 

2 

個
人
事
業
者
の
税
負
担
の
軽
減
の
た
め
、
事
業
主
報
酬
制
度
を
充
実
し
、
法
人
企
業
に
お
け
る
給
与
と
同 

1 

中
小
法
人
に
対
す
る
軽
減
税
率
の
適
用
区
分
を
年
所
得
一
千
万
円
ま
で
引
き
上
げ
、
さ
ら
に
税
率
を
引
き 

下
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。 

6 

国
会
で
論
議
さ
れ
て
き
た
歩
積
み
両
建
て
預
金
の
規
制
に
つ
い
て
は
中
小
企
業
保
護
の
立
場
か
ら
、
政
府 

は
そ
の
完
遂
の
た
め
に
万
全
の
対
策
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

5 
小
規
模
事
業
の
経
営
改
善
普
及
事
業
に
対
す
る
国
庫
補
助
率
を
現
行
の
二
分
の
一
か
ら
三
分
の
二
に
引
き

上
げ
る
べ
き
と
思
う
が
ど
う
か
。 

ま
た
、
中
小
同
族
会
社
の
留
保
金
課
税
の
緩
和
、
協
同
組
合
の
税
負
担
の
軽
減
を
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う 

 

が
ど
う
か
。 

が
ど
う
か
。 

六 

 



 

 

七 

様
に
完
全
給
与
制
と
し
、
青
色
申
告
者
の
青
色
申
告
控
除
を
五
十
万
円
に
引
き
上
げ
、
当
面
こ
の
制
度
を
選 

 
択
し
な
い
白
色
申
告
者
の
専
従
者
控
除
額
も
引
き
上
げ
る
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


